
｛
１
－

拙
稿
「
法
華
宗
江
戸
組
寺
「
定
」
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
江
戸
組
寺
の
形
成
と
巡
営
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
「
定
」
で
は
僧
侶

と
し
て
の
素
行
や
組
寺
間
の
塵
弔
に
関
す
る
取
り
決
め
な
ど
非
術
に
細
や
か
な
内
容
ま
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
幕
府
と
寺
院
、
本
寺

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向

～
「
定
書
」
の
与
え
た
影
響
～

椎
林
学
農
鋪
ミ
ト
蒐
叶
令
和
匝
年

は
じ
め
に

目
次

は
じ
め
に

一
、
明
治
初
蚊
の
寺
社
に
対
す
る
政
策

二
、
川
沿
維
新
肛
前
の
組
寺

茎
、
「
寺
院
明
細
帆
」
「
寺
院
明
細
柳
」

四
、
小
結

に
見
ら
れ
る
紀
述

三
吉
廣
明
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改
め
て
で
は
あ
る
が
、
明
治
初
頭
に
行
わ
れ
た
、
神
仏
分
離
、
廃
仏
殿
釈
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
お

－
３
）

き
た
い
。
拙
稿
で
か
つ
て
述
べ
た
が
、
江
戸
組
寺
の
中
に
で
は
「
術
」
や
神
仏
習
合
の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
神
仏

本
稿
で
は
、
明
治
初
頭
に
作
成
き
れ
た
「
寺
院
明
細
帳
』
（
明
治
五
年
成
立
）
、
「
寺
院
明
細
簿
」
（
明
治
十
年
成
立
）
を
基
に
、
幕
末

か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
の
激
動
の
時
代
を
江
戸
組
寺
が
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の
か
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

と
末
寺
と
い
う
関
係
性
の
な
か
で
は
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
協
同
体
で
あ
る
組
寺
と
い
う
組
織
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い

た
。
江
戸
川
の
江
戸
在
住
の
法
縦
宗
寺
院
が
幕
府
や
本
山
と
い
っ
た
上
部
組
織
が
定
め
た
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、

本
山
が
出
な
る
な
ど
の
理
山
に
よ
っ
て
独
白
性
を
有
し
た
組
寺
川
の
和
を
蝋
砿
す
る
規
則
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
、
職
民
に
対
し
て

は
柵
家
制
庇
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
密
粁
し
た
関
係
性
を
維
排
す
る
た
め
に
州
冊
の
将
段
の
行
為
を
戒
め
、
ま
た
さ
ら
な
る
傭
仰
を

柵
る
た
め
に
組
寺
内
で
協
力
体
制
・
柑
亜
監
視
体
制
を
取
っ
て
い
た
と
い
う
耶
火
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

《
わ
』
｜

こ
の
「
だ
」
の
巻
末
に
は
「
定
」
制
定
以
降
の
化
職
就
任
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
畷
脳
望
年
二
八
六
七
）
望
〃
ま

で
の
肥
録
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
何
年
十
〃
に
は
王
政
復
古
の
大
鼎
令
、
翌
年
に
は
明
治
へ
と
改
沁
が
な
さ
れ
、
雑

藩
体
制
の
肋
壊
、
明
治
新
政
府
の
成
立
と
、
激
励
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
激
動
の
時
代
に
江
戸
組
寺
は
ど
の
よ

う
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
、
特
に
明
治
元
年
二
八
六
八
）
三
月
に
出
さ
れ
た
太
政
宮
布
告
、
い
わ
ゆ
る
「
神
仏
分
離
令
」
に
端

を
発
す
る
神
仏
分
離
・
廃
仏
設
釈
の
動
き
に
江
戸
組
寺
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
、
「
定
」
の
記
録
か
ら
は
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

明
端
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
書
」
の
与
え
た
影
智
～
（
三
吉
廠
明
）

一
ゞ
明
治
初
頭
の
寺
社
に
対
す
る
政
策
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分
離
令
、
腿
仏
殿

神
仏
分
離
令

脆
仏
段

明
治
政
府
が
発
布
し
た
法
令
で
、
明
論
元
年
二
八
六
八
）
三
川
十
七
日
「
神
祇
珊
務
局
ヨ
リ
謝
祉
へ
述
」
を
初
見
と
す
る
一

連
の
布
達
を
総
称
し
て
い
う
。
明
治
政
府
は
江
戸
時
代
の
仏
教
国
教
化
政
策
を
否
定
し
、
神
道
同
教
化
政
策
を
す
す
め
た
。
そ

の
過
程
で
神
社
の
中
か
ら
仏
教
的
色
彩
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
神
仏
分
離
政
策
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
明
治
元
年
三
月

十
七
日
に
は
、
全
国
の
神
社
に
対
し
、
神
仏
習
合
の
た
め
「
別
当
」
「
社
僧
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
僧
侶
に
還
俗
を
命
じ
て
い
る
。

十
一
日
後
の
三
月
二
十
八
日
に
は
、
（
二
神
名
に
仏
教
的
用
語
を
使
用
し
て
い
る
神
社
の
書
上
げ
を
命
ず
る
と
と
も
に
、

（
三
神
体
を
仏
像
と
し
て
い
る
神
社
は
仏
像
を
取
り
払
う
べ
き
こ
と
、
ま
た
本
地
仏
・
鰐
口
・
梵
鍾
も
と
り
は
ず
す
べ
き
こ

と
な
ど
を
命
じ
て
い
る
（
神
仏
分
離
令
）
。
四
月
十
Ｈ
に
も
神
体
が
仏
像
の
神
社
、
本
地
仏
・
鰐
口
・
梵
鐡
を
も
っ
て
い
る
神

社
に
は
そ
の
と
り
は
ず
し
を
再
庇
命
じ
て
い
る
。
間
叫
月
凹
佃
に
は
、
別
当
・
社
仙
は
還
俗
の
上
、
神
樅
・
祉
人
の
名
称
に
か

え
、
神
適
に
帷
ず
べ
き
こ
と
と
の
布
述
が
出
さ
れ
、
佃
冊
↓
還
俗
↓
神
窟
の
コ
ー
ス
が
投
定
さ
れ
た
。
岡
川
十
九
Ⅱ
に
は
神
職

の
新
の
家
族
に
至
る
ま
で
、
仏
牧
式
の
邪
祭
を
や
め
、
神
通
式
の
罪
祭
を
行
う
よ
う
布
述
さ
れ
た
。
こ
れ
は
祇
戸
時
代
以
来
続

い
た
寺
諦
制
庇
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
社
か
ら
仏
教
色
を
と
り
さ
っ
て
行
く
政
篭
が
茄
々
と
と
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ

の
波
に
の
り
、
こ
れ
ま
で
僧
侶
の
風
下
に
お
か
れ
て
い
た
神
官
た
ち
は
、
こ
の
時
と
ば
か
り
明
治
政
府
の
威
を
か
り
て
、
神
仏

分
離
に
と
ど
ま
ら
ず
、
廃
仏
設
釈
運
動
を
展
開
し
、
全
国
各
地
の
廃
仏
の
実
態
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
符
に

国
学
者
や
神
道
家
た
ち
の
勢
力
が
強
い
地
域
で
の
仏
教
寺
院
の
弾
圧
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
一
方
仏
教
寺
院
か
ら
の
大
反
発
を

う
け
た
明
治
政
府
は
、
神
仏
分
離
が
廃
仏
設
釈
で
な
い
こ
と
を
し
ば
し
ば
力
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
過
激
な
行
動
に
は
警
告
を

発
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
明
治
元
年
四
月
十
日
、
「
社
人
共
俄
二
威
権
、
陽
ハ
御
趣
意
卜
称
シ
、
実
ハ
私
愉
ヲ
霧
シ
候
様
ノ
所

明
論
初
剛
に
お
け
る
祁
孤
組
寺
の
動
向
～
「
定
杵
」
の
与
え
た
影
僻
～
（
莞
内
職
Ⅲ
）

釈
の
影
秤
を
大
き
く
受
け
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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業
出
来
候
テ
ハ
、
御
政
道
ノ
妨
ヲ
生
ジ
」
る
の
で
心
得
連
い
の
な
い
よ
う
に
さ
と
し
て
い
る
し
、
同
年
九
〃
十
八
日
、
「
神
仏

混
柵
不
し
致
様
、
先
述
御
布
令
布
し
之
候
共
、
破
仏
之
御
趣
意
ニ
ハ
決
而
無
し
之
処
」
と
布
遠
し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
と

（

’

一

り
も
な
お
さ
ず
金
剛
各
地
で
廃
仏
殿
釈
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
（
以
下
略
）

神
仏
分
離
と
い
え
ば
、
い
ま
樅
げ
た
よ
う
に
、
神
社
か
ら
仏
敬
色
を
排
除
す
る
動
き
に
つ
い
て
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
何
時
に
仏
牧
寺
院
に
含
ま
れ
る
神
道
的
要
紫
に
つ
い
て
も
耐
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
「
別
当
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

た
仙
侶
の
通
倫
な
ど
か
ら
確
鰡
で
き
る
。
そ
の
中
で
江
戸
組
寺
、
特
に
猟
江
稲
荷
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
妙
隷
寺
や
、
酉
の
市
で
有
名

な
艇
國
寺
な
ど
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
全
て
神
道
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
存
在
す
る
。
特
に
妙
謙
寺
の
場
合
は
、
猿
江
へ
の
移

転
の
時
か
ら
猿
江
稲
荷
別
当
識
を
兼
ね
て
い
た
た
め
‐
場
合
に
よ
っ
て
は
還
俗
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
、
そ
う
し
た

中
で
当
時
の
住
職
や
檀
信
徒
が
、
寺
院
を
護
持
し
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

仏
教
寺
院
や
僧
侶
を
排
斥
す
る
思
想
や
行
動
。
廃
仏
段
釈
が
全
国
的
な
連
動
と
し
て
展
開
す
る
の
は
明
治
初
年
で
あ
る
が
、

江
戸
時
代
に
も
小
規
模
な
が
ら
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
江
戸
時
代
寺
請
制
度
に
よ
り
檀
家
を
寺
院
の
経
営
基
盤

と
し
た
佃
侶
た
ち
は
、
自
宗
の
信
仰
は
も
と
よ
り
、
教
学
や
修
行
に
対
す
る
縦
し
き
を
な
く
し
、
信
仰
抜
き
の
民
衆
収
奪
に
専

念
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
識
背
の
批
判
の
的
と
な
り
、
右
の
三
藩
（
筆
者
注
、
近
世
中
期
に
廃
仏
殿
駅
が
行
わ
れ
た
会
泳

藩
・
水
戸
藩
・
岡
山
聯
）
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
廃
仏
殿
釈
の
思
想
は
全
圃
各
地
に
伝
搬
し
て
い
っ
た
。
近
世
中
後
側
の
廃
物
論

粁
の
数
は
枚
雅
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
民
衆
の
批
判
は
各
地
に
数
多
く
散
在
す
る
庄
臘
（
潴
主
）
Ⅱ
妃
に
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
廃
仏
殿
釈
の
思
想
が
民
衆
に
か
な
り
広
範
州
に
定
端
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、
各
藩
に
残
存
し
て
い
る
史
料
を
み
る
限
り
に
お
い
て
も
、
聯
の
法
令
の
中
に
、
寺
院
佃
侶
の
生
活
の

廃
仏
設
釈

明
論
初
煎
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
書
」
の
与
え
た
影
響
～
（
三
吉
贋
明
）
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稚
災
に
対
す
る
批
判
、
倣
孵
伽
撹
の
寄
付
の
制
限
、
離
澗
の
寸
法
の
制
限
、
戒
潴
料
の
制
限
、
筬
柧
の
速
磑
の
寄
付
の
制
限
、

弗
祭
へ
の
川
賀
の
制
限
な
ど
が
み
ら
れ
、
お
び
た
だ
し
い
統
制
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
（
中
幽
こ
の
よ
う
に
聯
末
に
は
、

こ
れ
ま
で
際
限
な
く
収
蕪
し
て
い
た
寺
院
仙
侶
に
対
し
て
徹
底
的
に
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
聯
藩
領
主
は
も
と
よ

り
、
橘
者
・
国
学
背
・
水
戸
学
者
・
神
道
学
者
た
ち
の
批
判
の
矛
先
は
き
わ
め
て
す
る
ど
く
、
ま
た
批
判
さ
れ
る
仏
教
者
の
側

に
も
寺
院
の
現
状
に
対
す
る
批
判
・
反
省
を
強
調
す
る
者
が
で
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
期
、

す
な
わ
ち
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
明
治
政
府
は
神
仏
分
離
令
を
施
行
し
た
。
し
か
も
政
府
の
神
祇
事
務
局
の
指
導
者
た
ち
の

多
く
は
、
復
古
神
道
を
信
奉
す
る
者
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
敬
神
廃
仏
す
な
わ
ち
廃
仏
殿
釈
に
赴
い
た
。
こ
の
時
点
で
江
戸
時

代
の
仏
教
倒
教
が
神
通
国
教
に
急
旋
回
し
、
伊
勢
神
道
を
頂
点
と
す
る
神
近
国
教
化
政
策
が
蒲
々
と
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
一

方
寺
院
仙
侶
か
ら
収
稚
の
限
り
を
つ
く
さ
れ
て
い
た
民
衆
も
礎
仏
殿
釈
迦
勤
に
は
こ
ぞ
っ
て
参
加
し
、
蛍
塔
・
伽
轆
や
、
仏

像
・
仏
閲
・
絵
巻
物
・
経
典
・
什
物
な
ど
の
破
却
・
焼
却
に
手
を
岱
し
た
。
（
中
略
）
以
上
の
よ
う
に
、
聡
仏
段
釈
迎
助
は
江

－
５
）

両
時
代
の
偲
仰
を
く
つ
が
え
す
と
と
も
に
、
側
家
神
巡
推
進
の
強
力
な
思
想
と
し
て
腱
側
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

『
国
史
大
辞
典
』
に
は
記
述
が
な
い
が
、
全
国
各
地
で
は
無
檀
・
無
住
寺
院
の
破
却
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
明
治
五
年

二
八
七
三
十
一
月
八
日
に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
告
第
三
百
三
十
四
号
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

諸
寺
院
中
總
本
寺
本
山
ヲ
除
ノ
外
無
檀
ニ
シ
テ
無
住
ノ
向
ハ
自
今
禅
テ
被
駿
止
候
條
各
地
方
官
二
於
テ
夫
々
嬢
寺
虚
分
ノ
上
宗

名
寺
競
共
詳
悉
取
調
教
部
省
へ
可
届
出
候
事

但
佛
像
什
器
等
ハ
本
寺
法
類
ノ
内
岐
寄
寺
院
へ
合
附
篤
致
堂
宇
建
物
ノ
縦
ハ
殿
初
賛
造
ノ
次
第
ヲ
追
上
官
衝
ハ
公
収
シ
私
造
ハ
其
人

災
所
分
二
可
柑
価
官
私
ノ
別
不
分
明
ノ
向
ハ
適
流
二
取
付
上
趾
地
所
舩
ノ
縦
ハ
總
テ
大
蔵
省
へ
可
伺
川
候
聯

と
あ
り
、
江
両
組
寺
に
於
い
て
も
、
住
職
不
在
と
い
う
珊
態
は
脚
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
猯
初
猟
に
お
け
る
江
戸
組
が
の
動
向
～
「
定
諮
」
の
与
え
た
影
秤
～
雪
・
卉
職
明
）
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そ
の
上
で
、
明
治
維
新
期
（
明
治
元
年
～
明
治
一
○
年
ま
で
と
し
て
）
の
仏
教
史
を
概
観
し
た
い
。

（
６
）

表
１
明
治
維
新
期
に
お
け
る
巫
項

Iﾘj
論
一且一

〃、

明
治
初
甑
に
お
け
る
江
戸
紐
寺
の
動
向
～
「
定
書
」
の
与
え
た
影
霄
～
（
三
吉
廠
明
）

’
一
八
七
三

－7．1－

Iﾘl
治

明
論
凹

明
治
三

明
治
二

明
治
元

一
八
七
二

八

七

一
八
七
○

一
！
Ｌ
↑
１
０
』

’
０
ノ
エ
ノ
ｉ
〃

一
八
六
八

二
－
七
叩
芝
の
期
上
寺
に
大
教
院
が
移
さ
れ
る

一
’
一
○
叩
火
教
院
が
来
京
紀
尾
井
坂
の
紀
州
邸
跡
に
投
髄
さ
れ
る

二
’
八
酌
本
山
を
除
き
、
無
化
、
無
檀
の
寺
院
は
廃
寺
処
分
と
し
、
土
地
は
そ
の
成
血
に
従
い
処
分
さ
れ
る
と
い
う

太
政
宙
布
告
が
川
さ
れ
る

六
－
九
叩
末
派
小
院
の
取
り
締
ま
り
の
た
め
、
器
溌
に
符
腿
一
端
が
瞬
か
れ
る

四
－
二
八
輔
牧
導
職
に
対
し
て
「
三
条
の
敬
則
」
が
交
付
さ
れ
る

川
’
二
五
叩
敬
導
職
が
投
胱
さ
れ
る
、
糊
侶
の
肉
食
妻
帯
併
盤
が
俳
可
さ
れ
る

三
’
一
脚
軸
神
祇
竹
が
廃
さ
れ
て
教
部
竹
が
設
置
さ
れ
る

一
○
－
三
和
宗
川
人
別
帳
が
廃
止
さ
れ
る

－
八
酷
神
祇
官
が
神
祇
有
に
改
め
ら
れ
る

一
－
五
釦
社
寺
領
上
地
令
が
出
さ
れ
る

間
一
○
－
二
○
”
民
部
竹
に
寺
院
寮
が
設
佃
さ
れ
る

一
’
三
当
大
教
宜
布
の
訓
」
が
出
さ
れ
る

七
－
八
坐
太
政
悔
・
神
祇
宙
・
民
部
竹
・
寅
敏
使
な
ど
が
投
髄
さ
れ
る

望
ｌ
冤
八
“
神
仏
判
然
令
が
川
さ
れ
（
神
仏
分
離
〉
、
鹿
仏
殿
釈
が
起
こ
る

●
今
●

１
号
・
瀞
神
祇
宙
峨
商
・
祭
政
一
致
の
太
政
悔
伽
街
が
川
さ
れ
る



概
観
で
は
あ
る
が
、
所
輔
官
庁
の
変
災
や
廃
止
、
そ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た
戸
締
業
務
の
廃
止
な
ど
、
寺
院
に
と
っ
て
は
死
椚
問
題

と
も
な
り
う
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
言
え
よ
う
。

上
記
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
江
戸
組
寺
は
当
時
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
危
機
を
ど
の
よ
う
に
乗
り

越
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
定
」
に
記
さ
れ
た
、
明
治
維
新
直
前
の
各
寺
院
の
住
職
を
示
す
。
「
定
」
に
は
住
職
交
代

の
記
録
の
み
あ
り
、
交
代
記
録
の
無
い
寺
院
に
つ
い
て
は
、
各
寺
院
に
確
認
し
た
も
の
の
戦
災
等
で
十
分
な
史
料
が
現
存
し
て
お
ら

ず
、
推
測
し
た
箇
所
も
あ
る
。

明
治
初
蚊
に
お
け
る
江
・
川
紺
寺
の
動
向
～
「
定
脊
」
の
与
え
た
影
御
～
（
望
古
胱
明
）

二
、
明
治
維
新
直
前
の
組
寺

－75－

lﾘl
治
l･

Iﾘl
治
八

明
治
七

一
八
じ
七

一
八
七

一
八
七
側

一
－
一
九
韮
内
務
竹
に
社
が
川
が
投
佃
さ
れ
る

一
－
一
房
敬
部
竹
が
廃
止
き
れ
、
社
＃
・
牧
肪
側
係
那
務
は
内
務
竹
の
所
脇
と
な
る

二
’
二
七
当
佃
孜
の
、
川
保
隊
の
川
述
」
が
発
せ
ら
れ
る

丘
１
．
番
胤
地
黙
柑
ら
の
大
敬
院
分
離
迎
動
に
よ
り
大
牧
院
が
解
倣
と
な
る

三
Ｉ
ご
言
各
派
ご
と
に
補
腿
一
緒
が
樅
か
れ
る

二
－
二
四
“
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
高
札
が
撤
去
さ
れ
る



「
定
」
の
記
録
に
従
う
な
ら
ば
、
彼
ら
が
江
戸
川
鹸
後
の
住
職
と
な
る
。
彼
ら
の
経
歴
を
見
る
と
、
既
に
各
本
山
に
あ
っ
た
械
林

と
は
関
係
な
く
、
様
々
な
所
か
ら
招
恥
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
能
興
両
山
末
で
あ
っ
た
永
隆
寺
に
細
草
檀
林
か
ら
入
寺
し
た

（
８
）

者
や
、
光
長
寺
末
の
法
昌
寺
に
伏
見
大
亀
谷
檀
林
か
ら
の
住
職
が
就
任
、
ま
た
「
歴
代
譜
』
に
よ
れ
ば
、
妙
蓮
寺
末
の
滴
雄
寺
の
日

（

【

■

０

》

表
２
明
治
維
新
期
直
前
の
江
戸
組
寺
住
職
一
覧

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
紐
寺
の
動
向
～
「
定
番
」
の
与
え
た
影
涛
～
（
三
吉
贋
明
）
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油
雄
寺

典
椰
が

妙
泉
が

本
性
寺

光
隆
寺

法
昌
寺

啓
連
寺

妙
蒜
が

災
國
が

本
光
寺

唯
泉
寺

感
臘
が

水
際
が

寺
院
箔

1I
塊
ll
壇

日
剛
》

、
ｕ
立
岡

日
剛
》

Ｈ
守 ｲ』

II

剛
I1

霊
11

偲
１
県
＃

好
姫
院

慈
笈
院

一
如
院

本
地
院

泰
央
院

珊
妙
院

粥
迷
院

敬
導
院

院
号
群

安
政
川
巳
年
流
Ⅱ

安
政
川
巳
年
十
一
″

鰹
腫
二
年
猟
二
月

慶
睡
三
年
三
川

溌
永
五
王
子
年
三
月

蕩
水
三
戌
年
十
一
月

安
政
三
辰
年
十
一
月

文
久
二
年
皮
六
月

塵
幽
元
年
朏
八
Ⅱ

安
政
望
灰
年

安
政
六
年
末
鐘
Ⅱ

畷
懸
・
旭
年
朏
七
″

人
院
時

X
-1･
-U●

〃、

蝋

1．
，兀

竣

三

l･
九
舷

lﾘﾘ

-l-
歳

三
十
五
歳

三
十
四
歳

二
十
七
歳

二
十
八
歳

：
』■

I．
蝋

年
齢
群

城
州
伏
水
降
閑
が
槻
林
玄
能

細
峨
峨
所
文
句
八
と
節

篇§
玄 '10
能曜

伏
見
妙
趨
山
玄
義
七
席

沼
田
檀
林
中
座
寮

巳
（
著
者
注
』
安
政
四
年
）
五
Ｈ
披
露

細
取
梢
林
中
座
蛎

九
Ⅱ
披
鍬
細
巾
中
順

師
弟
関
係
聯



－
９
－

卿
師
は
光
腿
寺
末
の
鵬
船
本
蓮
寺
か
ら
人
寺
し
て
い
る
こ
と
が
妃
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
本
山
の
恵
向
で
は
な

く
組
寺
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
各
住
職
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
っ
て
、
就
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
残
念
な
が
ら
妙
泉
寺
に
つ
い
て
は
、
「
定
」
か
ら
化
職
の
存
在
は
確
泌
出
来
て
い
な
い
が
、
各
寺
院
に
そ
れ
ぞ
れ
住
職
が

配
さ
れ
て
お
り
、
寺
院
運
営
の
要
と
も
商
え
る
住
職
が
、
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
迎
営
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
幕
末
～
明
治
初
頭
に
お
い
て
、
江
戸
で
は
上
野
戦
争
が
起
こ
り
、
当
時
仲
御
徒
町
に
あ
っ
た
啓
運
寺
が
焼
失
、
安
政
二
年

の
地
震
で
本
性
寺
本
堂
が
倒
壊
し
明
治
十
年
時
点
で
未
再
興
、
安
政
三
年
の
大
風
に
て
感
応
寺
本
堂
が
倒
壊
し
、
慶
応
二
年
に
仮
設

本
堂
が
建
立
、
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
法
昌
寺
も
明
治
十
年
時
点
で
仮
本
堂
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
各
寺
院
の
記
録
等
か
ら
確
認
出
来

次
に
、
明
治
八
年
に
細
嚥
さ
れ
た
『
寺
院
明
細
帆
」
に
兄
ら
れ
る
肥
述
に
つ
い
て
確
泌
し
て
い
く
。
『
寺
院
明
細
帆
」
と
は
、
明

治
茄
年
六
川
に
敦
部
竹
よ
り
出
さ
れ
た
通
述
を
受
け
て
、
器
府
叫
恥
位
で
取
り
細
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
求
に
関
連
す
る
『
部

－

佃

一

院
明
細
嘘
』
は
正
式
に
は
「
Ｈ
迩
宗
・
時
求
本
末
一
派
寺
院
明
細
帆
」
と
い
い
、
東
京
府
に
よ
っ
て
取
り
線
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
に
一
例
を
雛
げ
る
。

た
◎

三
、
『
寺
院
明
細
帳
」
『
寺
院
明
細
簿
」
に
見
ら
れ
る
記
述

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
啓
」
の
与
え
た
影
稗
～
（
三
吉
贋
叫
）

丙一
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紀
叔
内
容
と
し
て
は
、
宗
派
、
本
山
所
在
地
、
本
山
、
寺
院
所
在
地
、
山
号
、
寺
院
名
、
創
立
年
、
開
基
開
山
、
現
住
職
略
歴
代

数
、
住
職
名
年
齢
境
内
地
、
檀
家
数

写
真
１
「
日
蓮
宗
・
時
宗
本
末
一
派
寺
院
明
細
帳
」
「
長
國
寺
」
の
項

一
投
家
画
十
軒

一
境
舟
二
千
言
千
八
坪
羊
貢
池

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
番
」
の
与
え
た
影
需
～
（
三
吉
既
明
）

日
連
点
勝
券
汎

感
噌
・
鍵
ェ
鶴
風
廓
駕
鰯
＃
満
詞
東
京
涛

一
鷲
山
寺
末

水
史
津
綴
管
轄
上
繕
画
役
禍
堺
金
津
樹
寺
童
木
凸
主

》
一

右
問
門
●
舎
繭
勿
久
菫
硫
蕊
轆
蝶
職
舞
潅
湖
鋤
学
範

津
勺
立
世
住
勢
執

日
全
壬
伽
１
塁
十
奄
郵
塀
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表
３
「
寺
院
明
細
帳
」
記
賊
の
住
職
一
覧

と
、
寺
院
の
蕪
本
的
な
怖
級
が
網
雑
さ
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
太
政
官
令
に
も
あ
る
よ
う
に
、
無
檀
・
無
住
の
寺
院
は
破
却
対
象

と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
江
戸
組
寺
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
に
、
江
川
紺
が
十
冤
力
寺
が
ど
の
よ
う
に
紀
叔
さ
れ
て
い
る
の
か
、
一
覧
を
示
す
。
な
お
、
住
職
略
服
に
つ
い
て
は
、
出
向
、

学
雁
、
人
寺
時
に
分
け
て
示
し
た
。
掲
戦
順
に
つ
い
て
は
「
寺
院
明
細
雌
』
の
頁
順
に
従
っ
た
。

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
勤
向
～
「
定
森
」
の
与
え
た
影
雰
～
（
三
吉
贋
明
）
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水
降
が

本
性
寺

妙
泉
寺

本
光
寺

良
鬮
寺

寺
院
名

二：

|・
ざ

llt

1 1
冊

1．
11q

蝋

小
川
懸
符
輔
備
後
側
深
沸
那
柵
山
と

巌
三
古
重
油
伽
門
災
卵
、
醐
水
二
己

門
年
川
川
八
Ⅱ
小
川
懸
補
輔
備
中
側

郁
宇
郡
折
庄
村
本
隆
寺
二
於
テ
柵
庇

ｋ
総
州
細
峨
梢
林
二
於
テ
１
Ｋ
ヶ
年

修
学

腰
鯉
・
肥
乙
阯
年
七
Ⅱ

仙
住
職
無
之
、
東
取
本
所
太
平
町
水
隆
寺
Ⅱ
研
雅
勝

仙
住
職
無
之
、
東
京
本
所
太
平
町
水
際
寺
日
研
雅
務

十
六
世

日
囚

三

l･
九

戦

東
京
下
谷
万
年
町
二
丁
Ⅱ
之
産
○
池

佃
耐
五
郎
次
男
、
弘
化
三
丙
午
年
本

山
礎
山
寺
二
於
テ
得
度

上
総
州
大
沼
川
根
林
二
於
テ
ニ
十
七

ヶ
年
修
学

明
治
凹
辛
未
年
十
月

二

|・

世

全

五
十
七
旗

木
吏
津
県
祷
輔
上
総
同
長
柄
郡
入
山

津
村
之
産
、
木
島
文
右
衛
門
三
男
、

文
政
十
丁
亥
十
月
十
三
日
全
村
妙
聴

寺
二
於
テ
得
度

上
総
凶
大
沼
Ⅲ
檀
林
二
於
テ
ュ
十
七

年
宗
学
、

明
治
三
庚
午
年
五
月

雁

肱
職
端

年
I瞼

出

学
雁

入
院
時



明
治
初
誠
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
書
」
の
与
え
た
影
評
～
（
三
吉
贋
明
）
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啓
巡
寺

法
出
寺

感
鯉
が

光
隆
寺

真
源
寺

滴
雄
寺

唯
泉
鼎

妙
誇
寺

妃
録
鴛
し

仙
化
職
無
之
、
術
村
感
腫
寺
Ⅱ
伽
雑
務

↓
■
一

II
制

川
卜
化
戦

打
川
懸
符
輔
加
例
凹
禰
川
脇
金
沢
之

距
、
旅
川
半
右
餅
門
三
側
、
天
保
八

叩
午
年
七
Ⅱ
七
冊
余
所
本
光
が
二
於

テ
押
庇

上
総
州
細
峨
椀
林
二
於
テ
ー
ヶ
年
修

学

明
論
沁
内
脆
年
十
Ⅱ

二

l･
二

世

Ⅱ
叩

派
十
一
歳

香
川
懸
管
轆
識
岐
国
谷
川
那
高
掻
之

産
、
山
地
溌
兵
術
三
男
、
文
政
十
二

年
己
丑
年
凹
〃
八
Ⅱ
粂
所
火
本
寺
二

於
テ
禅
度

城
州
伏
見
大
他
檀
林
二
於
テ
十
ヶ
年

修
学

哩
懸
三
Ｊ
卯
年
三
月

十
八

日
ｲ』

六
十
五
歳

術
府
小
川
町
之
産
、
本
田
政
五
郎
次

男
、
文
政
七
叩
申
年
十
月
十
三
日
常

村
感
眠
寺
二
於
テ
得
度

上
総
州
細
草
檀
林
二
於
テ
五
ヶ
年
修

學

慶
睡
三
ｒ
卯
年
九
〃

世
住
職
無
之
、
東
京
狼
江
町
妙
謙
寺
日
守
兼
務

十
》

1 I
披

三
卜
八
蝋

小
川
懸
杵
輔
佃
後
脚
深
祁
郁
細
川
之

販
藁
占
三
右
衛
門
次
叫
、
〃
延
沁
庚

叩
年
叫
Ⅲ
二
十
八
Ⅱ
岡
山
懸
祷
輔
附

中
側
御
野
郁
涜
野
村
怯
詩
寺
二
於
テ

得
皮

ｋ
総
州
細
埖
棚
林
二
於
テ
九
ヶ
年
修

学

明
満
室
Ⅸ
午
年
三
川

l･
じ

Ⅱ
守

l川

l･

歳

束
戒
本
所
町
之
巌
、
士
族
小
脇
利
大

夫
次
叫
、
天
保
八
丁
西
年
一
・
〃
八
Ⅱ

於
常
寺
側
皮

上
総
州
細
巾
椀
林
二
於
テ
ニ
十
一
ヶ

年
修
学

安
政
・
竿
・
丙
辰
年
ト
ー

１Ｊ



先
に
雅
げ
た
祁
面
末
期
の
住
職
一
覧
と
対
蝋
す
る
と
、
明
治
兀
年
ま
で
化
職
を
勤
め
て
い
た
の
は
妙
撚
寺
の
Ⅱ
守
帥
の
み
で
あ
る
。

水
隆
寺
の
Ⅱ
研
帥
に
つ
い
て
は
、
先
に
雛
げ
た
炎
２
の
教
導
院
Ⅱ
穏
帥
と
就
任
年
Ⅱ
Ⅱ
が
Ｍ
一
で
あ
る
が
、
年
齢
が
異
な
る
こ
と
や

Ⅱ
号
が
異
な
る
こ
と
か
ら
別
人
物
で
あ
り
、
縦
紀
の
叩
能
性
が
商
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
住
職
も
畷
腫
年
川
か
ら

明
治
初
頭
に
か
け
て
入
院
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
拙
稿
「
法
華
宗
江
戸
組
寺
「
定
」
に
つ
い
て
」
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
江
戸
組

一
Ⅱ
〉

寺
の
住
職
は
頻
繁
に
交
代
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
明
治
初
年
の
廃
仏
設
釈
、
神
仏
分
離
と
い
う
宗
教
政
策
の
大
変
動
に
対

し
て
、
住
職
の
就
任
や
兼
務
と
い
っ
た
手
段
で
組
寺
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
吃
）

次
い
で
明
治
十
年
に
纏
め
ら
れ
た
「
妙
満
寺
八
品
・
興
門
本
成
寺
・
黄
葉
・
時
宗
明
細
簿
」
（
通
称
「
寺
院
明
細
簿
」
）
中
の
各
寺

院
に
お
け
る
住
職
名
を
見
て
い
く
。
順
は
「
寺
院
明
細
帳
」
の
順
に
従
っ
た
。

明
論
初
弧
に
お
け
る
汪
而
組
貯
の
動
向
～
「
定
杵
」
の
い
え
た
影
呼
～
（
・
・
岳
叩
朕
川
）

寺

お
よ
び
そ
の
肩
書
一
覧
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油
雄
寺

１
『
グ
ー
『
Ｊ
二
１

■
■
Ｐ
Ｌ
Ｐ
Ｂ
■
■

妙
鳶
寺

永
隆
寺

本
性
作

妙
泉
寺

本
光
が

腿
捌
が

寺
院
端

椛
少
排
義

訓
導
少
講
義

椎
中
諦
我

中
砺
捉

敬
導
職
拭
補

牧
尊
職
拭
袖

樅
少
撫
樋

ｊ
Ｕ
Ｊ
い
《
０

ｋ
叩
遡
Ｉ

奥
山
一
道

米
川
日
領

三
吉
日
誠

三
吉
日
研

布
演
Ⅱ
功

渡
過
評
導

Ⅲ
中
要
存

木
脇
Ⅲ
金

化
職
端

啓
迎
寺

法
出
が

感
懸
が

光
降
帥

典
源
が

教
導
職
拭
捕

教
導
職
拭
袖

敬
騨
職
拭
袖

,ﾘ1
導
少
僻
綻

板
倉
Ⅱ
叩

緑
本
質
側

邨
山
光
雄

能
受
降
継

＃
日
弔
毎
Ｇ
Ｊ
ご
巳
Ⅱ
Ⅱ
’
ず
岻
戸
吃



明
治
五
年
の
『
寺
院
明
細
幌
」
と
同
一
人
物
と
し
て
、
長
國
寺
の
木
島
日
全
師
、
永
隆
寺
の
三
吉
日
研
師
、
乗
泉
寺
か
ら
妙
壽
寺

（
旧
｝

に
移
っ
た
三
吉
日
誠
師
が
い
る
。
そ
の
他
、
組
寺
住
職
の
中
で
股
も
高
位
で
あ
っ
た
本
性
寺
の
石
演
日
勇
師
は
「
法
華
宗
年
表
」
に

依
れ
ば
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
六
月
に
大
教
院
で
行
わ
れ
た
八
品
派
四
山
と
妙
蓮
寺
と
の
皆
久
問
答
の
対
決
を
受
け
、
管
長

一
Ｍ
）

交
代
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
管
長
代
理
に
就
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
永
隆
寺
の
三
吉
日
研
師
は
、
長
國
寺
の
日
全
師
よ
り

二
十
三
歳
も
年
少
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
導
職
と
し
て
は
上
位
の
権
中
講
義
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
組
寺
を
古
く
か

（
応
｝

ら
知
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
加
え
て
Ｈ
研
師
は
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
は
管
畏
代
理
に
就
任
し
て
お
り
、
当
時
、

侍
久
総
争
の
中
で
妙
迩
寺
が
独
立
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
法
華
宗
に
お
い
て
は
そ
の
解
決
の
た
め
に

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
商
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
門
の
た
め
に
、
明
治
初
砿
の
法
雅
宗
を
支
え
た
の
は
江
戸

組
寺
と
も
商
え
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
も
附
耐
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
明
治
五
年
の
「
寺
院
明
細
帆
』
で
は
雅
務
も
し
く
は
不
明
で
あ
っ
た
各
寺
院
に
そ
れ
ぞ
れ
住
職
が
配
さ
れ
、
先
述
の
よ
う

に
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
が
二
転
三
転
し
て
い
く
中
で
、
寺
院
、
宗
門
を
護
る
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
職
が
組
寺
と
い
う
繋
が
り
を

駆
使
し
な
が
ら
、
寺
院
巡
営
に
尽
力
し
て
い
た
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
ら
の
刑
番
に
つ
い
て
は
、
明
治
五
年
に
制
定
さ
れ
た
教
導
職
に
蕪
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
階
位
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

炎
５
敬
導
戦
時
位

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
書
」
の
与
え
た
影
評
～
（
三
吉
職
明
）

－82－
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江
戸
末
期
か
ら
明
治
維
新
期
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
嫌
子
に
つ
い
て
少
し
く
確
似
し
た
。
様
々
な
史
料
か
ら
、
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
駆
使
し
て
組
寺
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
珊
爽
を
碓
魁
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
残
念
な
が
ら
江
戸
組
寺
の
大
半
は
関
東
大
鹿
災

や
鋪
二
次
大
職
時
の
空
襲
、
移
転
や
脱
求
派
弊
に
よ
り
、
史
料
が
散
失
・
焼
失
し
て
お
り
、
『
法
蕊
宗
年
炎
』
を
確
認
し
て
も
江
戸

組
寺
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
確
認
出
来
な
い
。
そ
の
中
で
「
定
」
の
記
録
や
「
寺
院
明
細
帳
」
、
「
寺
院
明
細
節
」
の
記
録
は
こ

れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
法
華
宗
の
歴
史
の
一
端
を
埋
め
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
何
時
に
先
師
が
激
動
を
ど
の
よ
う
に

乗
り
越
え
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
寺
院
を
護
っ
た
か
と
い
う
姿
は
現
在
の
寺
離
れ
、
仏
教
離
れ
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
の
答

え
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
状
、
無
住
寺
院
の
増
加
は
法
華
宗
の
み
な
ら
ず
全
宗
門
に
亘
る
問
題
と
言
え
よ

う
。
そ
の
中
で
、
本
山
に
こ
だ
わ
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
個
々
の
人
脈
を
用
い
て
の
協
力
体
制
、
宗
門
を
支
え
る
た
め
に
尽
力
し

た
江
戸
組
寺
の
住
職
の
姿
は
現
代
に
於
い
て
も
参
考
に
な
り
得
る
と
確
信
し
て
い
る
。

今
後
は
今
回
確
認
出
来
た
史
料
を
基
に
、
江
戸
組
寺
各
寺
院
に
対
し
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
創
立
か
ら
近
代
ま
で
の
動
き
を
整
理

す
る
こ
と
で
、
江
戸
組
寺
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
た
い
。

（
１
）
三
古
峨
川
稿
「
法
峨
求
祁
面
組
寺
「
定
」
に
つ
い
て
」
椎
林
学
雛
第
三
○
ザ
令
刷
元
年
Ⅲ
七
～
七
八
閲

（
２
）
前
掲
柚
戎
３
流
三
～
八
四
頁

註

切
論
初
馴
に
お
け
る
江
戸
紐
寺
の
動
向
～
「
定
番
」
の
芋
え
た
影
蓉
～
（
三
吉
廠
明
）

四
、
小
結
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宗
務
所
。

（
９
）
同
右
、

（
叩
）
「
日
誰

（
Ⅲ
）
前
掲
一

（
吃
）
「
日
東

（
旧
）
法
蕊
｛

（
Ｍ
）
何
右

（
腸
）
川
右
何
右

「
日
蓮

（
３
）
前
掲
稿
六
二
～
六
七
頁

（
４
）
国
史
大
辞
典
細
典
委
側
会
細
『
剛
史
大
辞
典
」
鋪
七
巻
九
二
○
口

（
５
）
側
右
鋪
十
一
巻
四
六
七
～
四
六
八
頁

（
６
）
本
炎
は
大
谷
栄
一
・
古
永
進
一
・
近
雌
俊
太
郎
糊
「
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
ー
仏
敬
か
ら
み
た
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
Ｉ
」
法
厳
航

平
成
二
八
年
二
六
Ｋ
口
の
「
Ⅱ
本
近
代
仏
戦
史
年
炎
」
に
加
兼
修
派
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
前
掲
三
吉
益
文
炎
３
よ
り
抜
粋

（
８
）
法
蕪
宗
東
海
教
区
宗
務
所
細
『
法
飛
宗
東
海
教
区
寺
院
・
教
会
歴
代
譜
”
大
本
山
光
促
寺
関
係
全
寺
院
・
教
会
」
法
華
宗
東
海
教
区

宗
務
所
。
平
成
二
七
年

明
治
初
頭
に
お
け
る
江
戸
組
寺
の
動
向
～
「
定
諜
」
の
与
え
た
影
客
～
（
三
吉
贋
珊
）

一
九
四
頁

川
右
一
九
三
輿

宗
・
時
宗
本
求
一
派
寺
院
明
細
帳
・
東
京
府
菅
輔
武
蔵
同
」
東
京
郁
立
公
文
書
館
蔵

前
掲
三
吉
諭
文
表
３
参
照
の
邪
。

「
日
連
宗
明
細
薄
・
３
冊
ノ
内
・
区
之
部
・
明
治
、
年
調
製
」
東
京
都
立
公
文
書
館
蔵

法
蕊
宗
宗
門
史
細
纂
委
員
会
綱
『
法
華
宗
年
表
」
法
兼
宗
（
本
門
流
）
宗
務
院
昭
和
四
七
年

八
ﾉL

頁

一割一


